
　

琉
球
国
中
山
王
尚
（
敬
）
、
進
貢
の
官
員
を
接
回
す
る
事
の
為
に
す
。

　

照
得
す
る
に
、
乾
隆
十
三
年
冬
、
特
に
耳
目
官
向
永
成
・
正
議
大
夫
鄭
秉

哲
等
を
遣
わ
し
、
表
文
・
方
物
を
齎
捧
し
、
官
伴
・
水
梢
を
率
領
し
、
船
二

隻
に
駕
し
て
閩
に
来
た
る
。
已
経
に
福
建
等
処
承
宣
布
政
使
司
に
移
咨
し
、

起
送
し
て
京
に
赴
き
、
聖
禧
を
叩
祝
せ
ん
と
す
。
進
京
の
官
伴
及
び
存
留

の
官
伴
を
除
く
の
外
、
所
有
の
両
船
の
員
役
は
、
本
年
八
月
内
に
帰
国
す
。

今
、
旧
例
に
遵
い
、
特
に
都
通
事
阮
大
鼎
等
を
遣
わ
し
、
官
伴
・
水
梢
共
に

八
十
一
員
名
を
率
領
し
、
海
船
一
隻
に
坐
駕
し
て
福
建
に
前
来
す
。
恭
し
く

勅
書
併
び
に
欽
賜
の
物
件
、
及
び
京
よ
り
回
る
貢
使
向
永
成
・
鄭
秉
哲
、
存

留
官
蔡
光
祖
等
を
接
う
。

所
拠
の
差
去
せ
る
員
役
は
、
並
え
て
文
憑
無
け
れ
ば
、
誠
に
所
在
の
官
軍

の
阻
留
し
て
便
な
ら
ざ
る
を
恐
る
。
此
れ
が
為
に
理
と
し
て
合
に
執
照
を
給

発
し
、
以
て
通
行
に
便
な
ら
し
む
べ
し
。
今
、
王
府
、
礼
字
第
五
十
三
号
の

半
印
勘
合
執
照
を
給
し
、
存
留
通
事
蔡
功
煕
等
に
附
し
て
収
執
し
て
前
去
せ

し
む
。
如
し
経
過
の
関
津
及
び
沿
海
の
巡
哨
官
軍
の
験
実
に
遇
え
ば
、
即
便

に
放
行
し
、
留
難
し
て
遅
悞
す
る
を
得
る
毋
か
れ
。
須
ら
く
執
照
に
至
る
べ

き
者
な
り
。

　

琉
球
国
中
山
王
尚
（
敬
）
、
部
文
の
奉
旨
の
事
理
を
恪
遵
し
、
飄
風
の
難

民
を
解
送
し
、
以
て
原
籍
に
還
ら
し
め
ん
事
の
為
に
す
。

　

敝
国
山
北
府
地
方
官
の
報
に
拠
る
に
称
す
ら
く
、
本
年
十
一
月
二
十
三

日
、
海
船
一
隻
飄
来
し
、
礁
に
衝
り
て
船
身
破
壊
す
。
急
ぎ
小
船
数
隻
を
発

し
て
人
命
を
扶
救
す
。
其
の
船
戸
呉
永
盛
等
の
口
称
す
る
に
、
永
盛
等
は
福

建
省
福
州
府
閩
県
の
商
人
に
係
る
。
共
計
二
十
八
名
な
り
。
寧
字
四
百
九
十

七
号
船
に
坐
駕
し
、
本
年
三
月
初
一
日
に
台
湾
に
在
り
て
紅
糖
を
装
載
し
、

前
み
て
上
海
県
に
到
り
て
貿
易
せ
ん
と
す
。
十
一
月
十
五
日
、
放
洋
し
て
回

2-30-08

国
王
尚
敬
の
、
接
貢
の
た
め
存
留
通
事
蔡
功
煕
等
に
付
し
た
執
照

（
乾
隆
十
四
《
一
七
四
九
》
、
十
一
、
八
）

計
開
す

　
　

都
通
事
一
員　
　
　

阮
大
鼎　
　
　
　

跟
伴
四
名

　
　

使
者
二
員　
　
　
　

　

跟
伴
八
名

　
　

存
留
通
事
一
員　
　

蔡
功
煕　
　
　
　

跟
伴
六
名

　
　
　

管
船
夥
長
・
直
庫
二
名　

毛
廷
秀　

陳
得
安

　
　
　
　

水
梢
共
に
五
十
七
名

　
　

右
の
執
照
は
存
留
通
事
蔡
功
煕
等
に
附
し
、
此
れ
を
准
ず

　

乾
隆
十
四
年
（
一
七
四
九
）
十
一
月
初
八
日

向
克
類

楊
善
積

2-30-09

国
王
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
中
国
の
難
民
呉
永
盛
等
の
救
助
・

送
還
に
つ
い
て
知
ら
せ
る
む
ね
の
咨

（
乾
隆
十
四
《
一
七
四
九
》
、
十
二
、
十
四
）


